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令和８年度研究拠点形成費等補助金取扱要領 
 
 

 
研究拠点形成費等補助金（「９．問い合わせ・書類提出先（文部科学省）」に掲げる事業に

限る）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７
９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
（昭和３０年政令第２５５号）、研究拠点形成費等補助金交付要綱（令和５年３月２８日文部
科学大臣決定。以下「交付要綱」という。）等に定めるもののほか、次のとおり取り扱うもの
とします。 

 
〔目次〕 
１．事務手続の概要･････････････････ １ 
２．交付先････････････････････････  ２ 
３．交付の内定････････････････････  ２ 
４．交付の申請・決定・請求･････････  ２ 
５．補助金の経理管理等･････････････ ４ 

 
 
６．補助事業の実施･････････････････１０ 
７．補助事業終了後の手続等･････････１２ 
８．消費税等仕入控除税額の報告等･･･１３ 
９．問い合わせ･書類提出先･･････････１４ 
 
 

 
 
１．事務手続の概要 
 
  
本補助金に係る一般的な事務手続のうち主なものは、以下のとおりとなります。 
また、詳細については、別添「令和８年度研究拠点形成費等補助金交付申請書等作成・提出

要領」（以下「提出要領」という。）を参照してください。 
※◎：事業者作成の書類 ○：文部科学省作成の書類 

提出要領：令和８年度研究拠点形成費等補助金交付申請書等作成・提出要領 
 
補助事業・事務 

 
関 係 申 請 書 ・ 報 告 書 等 

 
別添 

 
関連頁 

 
〈交付の内定〉 
 

 
○交付内定通知 
◎交付内定辞退届 

 
－ 

提出要領 

 
ｐ２ 
ｐ２ 

 
〈交付の申請〉 
 
 
〈交付の決定〉 
 
〈交付の請求〉 

 
◎交付申請書等(交付申請書、経費使途理由書、学外
経費使用理由書、支払計画表又は資金繰り表、銀行口
座情報) 
○交付決定通知 
◎交付申請取下届 
◎交付請求書 

 
提出要領 

 
 

－ 
１ 

交付要綱 

 
ｐ２ 

 
 

ｐ３ 
ｐ３ 
ｐ３ 

 
〈事業の実施〉 
 
 
 
 

 
◎事業内容等変更承認申請書 
◎代表者等交替届 
◎中止（廃止）承認申請書 
◎状況報告書 
◎事業遅延届 

 
交付要綱 

３ 
交付要綱 

－ 
交付要綱 

 
ｐ１０ 
ｐ１１ 
ｐ１１ 
ｐ１１ 
ｐ１２ 

 
〈額 の 確 定〉 
 
 

 
◎実績報告書 
◎処分制限財産整理簿 
○補助金確定通知書 

 
交付要綱 

４ 
－ 

 
ｐ１２ 
ｐ１２ 
ｐ１２ 
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〈そ の 他〉 
 
 
 
 

 
◎消費税等仕入控除税額確定報告書 
◎知的財産権報告書 
◎収益状況報告書 
◎財産処分承認申請書 
◎財産処分報告書 

 
交付要綱 
交付要綱 

５ 
交付要綱 
交付要綱 

 
ｐ１３ 
ｐ１３ 
ｐ１３  
ｐ１３ 
ｐ１３ 

 
 
２．交付先 
 

 
本補助金は、交付要綱第３条第２項に定める補助事業者（以下「大学等」という。）に交付

されます。 
また、複数の大学等が共同で行う事業（以下「複数大学事業」という。）については、主と

なる１つの大学等の設置者を補助事業者として補助金が交付されます。 
なお、本補助事業を行うに当たっては、事業の選定の際に審査の対象となった申請書等に記

載した大学等の長が代表者（以下｢事業推進代表者｣という。）となり、取組担当者が事業を推
進する責任者（以下｢事業推進責任者｣という。）となります。 
 

 
３．交付の内定 
 

 
（１）交付の内定について 
 

本年度の補助事業の実施に係る補助金の交付を受けるためには、適正化法に基づいて補
助金の交付申請及び交付決定の手続が必要になります。 

「交付の内定」は、補助金に係る手続、執行を合理的に進めるために、適正化法に基づ
く交付申請に先立ち、補助金の交付申請があった場合に補助金を交付する予定があること
を明らかにするものです。 

ただし、本補助金による財政支援を受けようとする事業が、他の補助金等による財政支
援を受けている又は受ける予定の場合、交付の対象となりません。 

「交付内定通知」を受けた場合には、このような「交付の内定」の趣旨を踏まえ、適正
化法に基づく交付申請の手続を行うようにしてください。 

なお、交付内定額は、事前に提出された経費調書（文部科学省が別に定める様式によ
る。）を参考に算定しますが、予算の範囲内で調整をする場合があるので、別紙１「交付
内定額について」を参照してください。 
 

（２）内定の辞退について 
 
交付内定後、以下のような事情により、交付の内定を辞退することができます。 
○ 交付内定の内容により、事業の適切な遂行が不可能であると判断した場合 
○ 事業推進代表者又は事業推進責任者の異動その他の状況の変化により、事業の適切

な遂行が不可能であると判断した場合 
なお、内定の辞退をする場合は、交付申請書を提出する前までに、「交付内定辞退届」

（提出要領「別紙様式（一）」参照）を文部科学省に提出してください。 
 

 
４．交付の申請・決定・請求 
 

 
（１）交付申請書について 
 

本補助金の交付の申請については、別添「提出要領」に基づき交付申請書等を作成し、別に
定める期日までに文部科学省に提出してください。期日までに交付申請書等が提出されなかっ
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た場合は、補助金が交付できなくなる場合もありますので、注意してください。 
複数大学事業については、主となる１つの大学等の設置者が交付申請書等を作成し、文部科

学省に提出するとともに、主となる１つの大学等以外の大学等（以下「分担大学等」とい
う。）の役割分担及び分担金を交付申請書等に記載して申請してください。 

 
〔参考〕交付決定までの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   補 
   助 
   事 
   業 
   者 
    
    
 
 

 
①経費調書の作成依頼 

 
② 経 費 調 書 の 提 出 
 

（③ 交 付 内 定 通 知） 
   ③交付申請書の作成依頼 

 
④交付申請書の提出 
 

⑤ 交 付 決 定 通 知 

 
 
        文 
   部 
   科 
   学 
   省 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

①～②については、手続きがない場合もあります。 
 
（２）交付決定通知について 
 
           提出された交付申請書等の内容について、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算

で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどう
か、金額の算定に誤りがないかどうか、補助金の重複受給がないかどうか（同一又は類似
性の高い取組がともに選定された場合、補助事業者がいずれかを選定し、１つの事業から
補助金を受給することとなります。）等に照らし審査した上で、補助事業者に対して正式
に補助金の交付決定の内容を通知しますが、それに条件を付したり、申請額を修正した額
で交付決定を行う場合がありますので留意してください。 

 
（３）申請の取下げについて 

 
交付決定通知を受けた補助事業者が、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して

不服がある場合は、交付決定通知に定められた期日までに、別添１「交付申請取下届」を
文部科学省に提出してください。 

 
（４）交付請求について 
 

本補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うこととなります。 
ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について概算払をする

ことができます。概算払を必要とする場合は、財務省との協議（概算払協議）が整った後
に交付請求書の提出期限等をお知らせしますので、所定の期限までに交付要綱様式１３
「交付請求書」を文部科学省に提出してください。 

また、概算払に当たっては、補助事業計画の合理性等を勘案することとなるので、交付
申請書等の提出と併せて「支払計画表」又は「資金繰り表」の提出が必要となります。
「支払計画表」又は「資金繰り表」は、補助事業の計画に従って無理なく計画的に執行で
きるものとするよう十分注意の上作成してください。 

 
（５）振込口座について 
 

補助事業者は、本補助金の振込みを希望する銀行等の口座を、「銀行口座情報」（提出
要領参照）により文部科学省に届け出てください。 

また、口座の届出内容に変更が生じた場合は、速やかに「銀行口座情報」を再提出して
ください。 
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なお、（３）申請の取下げにより「交付申請取下届」が提出・受理された場合は、「銀
行口座情報」は、届出がなかったものとして取り扱います。 

 
 
５．補助金の経理管理等 
 

 
（１）経理管理について 

 
補助事業者は、本補助金が適正化法等の適用を受ける補助金であることから、本補助金

の経理管理に当たっては、補助事業者の規程等に基づき補助金の経理管理状況を常に把握
できるようにし、善良な管理者の注意をもって行い、公正かつ最小の費用で最大の効果が
あがるように経費を使用するとともに、他の用途へ使用することは決して行わないように
してください。 

 
（２）補助対象経費・使用上の注意 
 

本補助金の補助対象経費は、下記のとおりです。 
なお、公募要領等において別途補助対象経費の定めがある事業については、当該要領等 

に従ってください。 
 

 
補助対象経費 

 
内 訳 

 
物品費 
 

 
設備備品費、消耗品費 
 

 
人件費・謝金 
 

 
人件費、謝金 
 

 
旅費 
 

 
旅費 

 
その他 
 
 

 
外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水
料、その他（諸経費）、文部科学大臣が認めた経費 
 

上記内訳に掲げる経費は、 
○ 選定された取組における教育研究活動にのみ使用される経費であること 
○ 大学等における組織的・継続的な教育活動に係る経費であること 
○ 補助事業者が適正かつ明瞭に執行管理する経費であること 

などに留意し、計上することとします。 
 

また、補助対象経費の使用上の注意点は、以下のとおりとなります。  
 
【物品費】 

 
① 設備備品費 

本補助事業を遂行するために真に必要な機械装置、工具器具備品等の購入、製造、又
は据付等に要する経費です。装置等の改造（主として機能を高め、又は耐久性を増すた
めの資本的支出）及びソフトウェア（機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、一体と
して機能するもの）も含みます。なお、設備備品、消耗品の定義・区別については、補
助事業者の規程等に基づき行ってください。 

 
 （ⅰ）設備備品には、研究拠点形成費等補助金により購入したものである旨を記し、備

品番号を付すなど適正に管理してください。 
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（ⅱ）設備備品の据付等に必要な経費としては、以下のようなものが考えられます。 
○ 設備備品を建物に取り付け、固定するために必要な経費 
○ 設備備品を設置し、調整するために必要な経費 
○ 設備備品の設置に必要な床の補強や防振材の取付けに必要な経費 
○ 設備備品の稼働に必要な電源の新設や、ガス、水道、排気、排水の配管に必

要な経費 
 

（ⅲ）本補助金で購入した設備備品は、適正化法第２２条に基づき、「補助事業者等が
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」
（平成１４年３月２５日文部科学省告示第５３号）により制限されていますので、
文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、又は担保に供することはできませんのでご注意ください。 

       
（ⅳ）本補助金は、物品購入を目的とするものではないため、設備備品費は、原則とし

て補助対象経費の総額の７０％を超えないようにしてください。ただし、やむを得
ず７０％を超えるような申請が必要な場合は、「経費使途理由書」（提出要領「別
紙様式（四）」参照）を交付申請時に提出してください。また、「６．補助事業の
実施_（２）補助事業の変更」に掲げる補助事業の軽微な変更の結果、設備備品費
の額が補助対象経費の総額の７０％を超えることとなった場合は、事前に「経費使
途理由書」を添えて、文部科学省へ相談してください。 

 
 (ⅴ) 設備備品の購入等に際しては、効果的な整備がなされるよう計画的な設備備品の

購入が望まれます。補助事業が構想に基づき円滑に遂行されるよう、計画的・効果
的に設備備品を整備するようにしてください。なお、財政支援期間の最終年度の第
４・四半期は、設備備品の購入はできません（自己負担額で購入した場合は除
く。）。 

 
② 消耗品費 

本補助事業を遂行するために真に必要な教育研究活動用又は事務用の消耗品の経費に
使用できます。例えば、ソフトウェア、図書・書籍（学生の教科書など学生が負担すべ
き費用については、補助の対象とはなりません。）、事務用品等が挙げられます。な
お、消耗品の定義・購入手続は補助事業者の規程等に従ってください。また、年度末に
消耗品の購入が集中しないよう、計画的な購入が望まれます。 

    
【人件費・謝金】 

 
① 人件費 
（ⅰ）本補助事業を遂行するために真に必要となる者（主体的に教育研究事業を担当する

者及び補助作業的に教育研究等を担当する者）を雇用等する場合の給与等の経費であ

り、以下に示すものが考えられます。 

〇 ポスドク等、機関で直接雇用する者の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福

利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 
〇 特殊機器操作、派遣業者からの派遣スタッフの費用 
〇 他機関からの出向研究員等の経費 
〇 リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント 
〇 教育研究に係る補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 
〇 技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員 等 

※ 人件費の算定にあたっては、学内の給与規程等に従ってください。 
※ 補助作業的に教育研究等を担当する者については、事業における必要性を

対外的に説明できるようにしてください。 
 

（ⅱ）本補助事業の遂行に真に必要となる教員、研究員、教育や研究を支援する者等（事

業者以外の研究者、技術者、大学院に在籍する学生、ポスドク等。外国人を含む。以

下、「教育研究支援者等」という。）を雇用等する場合は、以下の方法により行って
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ください。なお、本補助事業に従事する事務員を新たに雇用することも可能です。 
本補助事業実施２年目は、４月１日より雇用して差し支えありませんが、事業の実

施状況等を踏まえて、補助金額の変更や補助の打ち切りがあり得ますので注意してく

ださい。 

なお、本補助金は国の会計年度ごとに額の確定がなされますので、教育研究支援者

等の雇用等経費を、他会計年度の補助金から支出することはできません。 
また、本補助事業に係る教育研究支援者等については、以下の点にご注意くださ

い。 
〇 雇用に係る学内規程等に基づいて運用するようにしてください。新たに本補助

事業に係る規程を定めても構いません。 
〇 学生を雇用する場合については、大学院に在籍する者が、教育や研究を支援す

る者として雇用される場合に限ってください。 

〇 既に他の経費により類似の給与等を受給している者に対して、本補助金から更

に支払うことにより、重複支給となることのないようにしてください。 
〇 本補助事業が終了、廃止又は中止した場合は、その事実が発生した日以降の雇

用に係る経費を本補助金から支払うことはできません。 
〇 具体的な単価等の決定に当たっては、補助事業者の規程等に基づき算定してく

ださい。ただし、内容、時間、背景等を踏まえ、常識の範囲を超えない妥当な

根拠によらなければなりません。 
 

② 謝金 
本補助事業を遂行するために真に必要な、専門的知識等の提供、情報収集、資料整理

等について協力を得た者に対する謝礼に必要な経費であり、以下に示すものが考えられ

ます。なお、謝金の単価の算定にあたっては、補助事業者の規程等に基づき適切に行っ

てください。 
〇 運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金 
〇 講演会等の謝金 
〇 個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執筆・    

査読・校正（外国語等）等） 
〇 データ・資料整理等の役務の提供への謝金 
〇 通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱） 
〇 学生等への労務による作業代 

     等 
 

【旅費】 
 

① 旅費 
本補助事業を遂行するために真に必要な旅費に使用することができ、以下に示すもの

が考えられます。 
○ 業務・事業を実施するに当たり教職員等の国内外への出張又は移動にかかる経費

（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費） 
〇 業務・事業を実施するに当たり協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知

識、情報、意見等の収集のための国内外への出張又は移動に係る経費（交通費、宿
泊費、日当、旅行雑費） 

○ 外国からの教員の招へいに係る経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費） 
○ 教員等が赴帰任する際に係る経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費） 
等 

なお、旅費の算定は、補助事業者の規程等に従うとともに、交通手段や交通経路につい
ては、効率的かつ経済的なものを社会通念に照らして適切に選択してください。 

また、旅費を使用した場合は、本補助事業の遂行のために使用したことが、書面で確認
できるようにしてください。 

※ 旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合の
み）を含みます。【その他】の「⑥その他（諸経費）」として適切に支出してくだ
さい。 
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※ 「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防
接種料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱
手数料」等です。 

※ 旅行傷害保険は、仮に保険が適用となった場合、それは、旅行者本人又は家族等
に対して支払われることとなるものであり、旅行傷害保険料を本補助事業の実施に
係る経費として支出することはできません。 

 
【その他】 

 
本補助事業を遂行するために必要な外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水

料、その他（諸経費）について使用することができます。それぞれにおける留意点等は以下
のとおりです。 

       
① 外注費 

本補助事業を遂行するために真に必要な外注に係る経費に使用でき、以下に示すもの
が考えられます。なお、本費目は請負契約によるものに限られるため、委任契約による
ものは下記「委託費」として計上してください。 

○ 機械装置・備品の操作・保守・修理（原則として当該事業で購入した備品の法定
点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、現状の回復等を行
うことを含む。）等の業務請負 

○ 通訳・翻訳・校正（校閲）・アンケート調査等の業務請負 
等 

 
② 印刷製本費 

本補助事業を遂行するために真に必要な資料等の印刷、製本に要した経費であり、報
告書、テキスト、パンフレット等の印刷製本や、図面コピー等教育研究活動に必要な書
類作成のための印刷代等が考えられます。 

 
③ 会議費 

本補助事業を遂行するために真に必要な会議・シンポジウム・セミナー等や、当該会
議等と一体的に開催される講師・パネラー等との意見交換会等の開催に要した経費であ
り、以下に示すものが考えられます。 

○ 運営委員会等の委員会開催費 
○ 会場借料 
○ 国際会議の通訳料 
○ 外部者が参加する会議等に伴う飲食代（アルコール類は除く。）  
等 
※ アルコール類及びタバコ等は嗜好品のため認められません。 
※ レセプション代について、本補助金が公金であることから、国民等に疑念を抱か

せてしまいかねない場所（居酒屋等）で行われるものへの支出はできません。な
お、本補助金の会議費は会議・シンポジウム・セミナー等の開催に必要なものに限
定されるため、前後に予定のない飲食代等を支出することはできません。 

 
④ 通信運搬費 

本補助事業を遂行するために真に必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話
料等の経費であり、以下に示すものが考えられます。 

○ 電話料 
○ インターネット使用料 
○ 宅配便代 
○ 郵便料 
等 

 
⑤ 光熱水料 

本補助事業を遂行するために真に必要な機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び
水道等の経費です。なお、専用メーター又は合理的根拠により本補助事業に係る使用量
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を特定する必要があります。 
 

⑥ その他（諸経費） 
上記の各項目以外に、本補助事業を遂行するために真に必要な経費であり、以下に示

すものが考えられます。 
○ 物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫料、土地

・建物借上料 
○ 施設・設備使用料 
○ 学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加

するための旅費は「旅費」に計上すること。） 
○ 学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる

場合のみ） 
○ 成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り代、成果報告

書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ作成費等） 
○ 広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費 
○ 保険料（業務・事業に真に必要なもの（レンタカーの基本料金に含まれる保険料

等、強制的に加入が必要となるもの等）。ただし、個人に係るものは除く。） 
○ 振込手数料 
○ データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライセンス

使用料を含む。）、データベース使用料等） 
○ 書籍等のマイクロフィルム化・データ化 
○ レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除く。） 
○ 連携大学等に係る分担金 
○ 委託費 

   本補助事業を遂行する上で真に必要となる補完的な定型業務である場合、当該業  
務を委託（委任契約によるものに限る。）することができます。なお委託費は、原  
則として補助対象経費の総額の５０％を超えないようにしてください。ただし、や
むを得ず５０％を超えるような申請が必要な場合は、「経費使途理由書」（提出要
領「別紙様式（四）」参照）を交付申請時に提出してください。また、「６．補助
事業の実施_（２）補助事業の変更」に掲げる補助事業の軽微な変更の結果、委託
費の額が補助対象経費の総額の５０％を超えることとなった場合は、事前に「経費
使途理由書」を添えて、文部科学省へ相談してください。 

等 
           

⑦ 「文部科学大臣が認めた経費」 
上記の経費以外で、本補助事業を遂行するために真に必要な経費がある場合は、文部

科学大臣の承認を得てください。 
 

【全体】 
 

また、経費の使用に際しては、以下のような点にも注意してください。 
 

① 経費の混同使用 
本補助事業に要した費用については他の経理と明確に区分し、また、本補助事業によ

り取得し又は効用の増加した財産は、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図ら
なければならないため、それらが困難となるような形で、本補助事業とそれ以外の経費
（他の補助金等）を混同させて１つの物品を購入することはできません。 

ただし、旅費については、補助事業の用務と他の用務とを合わせて１回の出張をする
場合は、補助事業と他の経費の負担区分を明らかにして支出することができます。 

 
② 契約の方法 

本補助金は、適正化法等が適用されるため、一般競争契約（契約に関する公示をし、
不特定多数の者による競争をさせ、最も有利な条件を提示した者との間で締結する契約
方式）などにより、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使
用してください。 
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③ 外国からの物品等購入 

外国から直接物品を購入する場合は、国内における物品等の購入と同様の手続を行う

とともに、支払いに当たっては、請求書に基づき外国送金を行ってください。 
また、外国の現地で物品等を購入する場合は、外国での経費使用に係る証拠書類を必

ず徴収するようにしてください。 
 

④ 補助事業を実施する大学等以外での経費の使用（物品等の使用） 
補助事業を実施する大学等の敷地（又はその周辺）以外の場所で必要な事業を行う場

合は、それが補助事業の目的の達成のために必要であること、購入した物品等について
適切な管理が行えること、補助事業の終了後も善良な管理者の注意をもって管理し補助
事業の目的に従って効率的に運用できることの旨を、「学外経費使用理由書」（提出要
領「別紙様式（五）」参照）に記述し交付申請時等に提出してください。 

 
⑤ 使用できない主な経費 

各項目等で述べたもののほか、本補助金で使用できない主な経費として、以下のよう
なものが挙げられます。本補助金が税金を原資としていることに鑑み、社会一般的にみ
ても適切でない経費や本来大学が負担すべきでない経費を負担しているものなどについ
て使用することはできませんので、留意ください。 

〇 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費、施設の改修に関する経費 
ただし、本補助事業のために購入した設備・備品を導入することにより必要とな

る軽微な据付費等については使用できます。（Ｐ４【物品費】参照） 
〇 大学等の教職員（本補助事業により雇用され、専ら本事業に従事する者を除

く。） の人件費 
〇 本補助事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 
〇 学内の打ち合わせや会議等、シンポジウム等の一般参加者に係る飲食等経費 
〇 学生に対する学資金の援助のための経費（例えば、奨学金等） 
〇 その他本補助事業の遂行に関係のない経費（例えば、懇親会・学会参加費に含ま

れる懇親会費・酒・煙草等） 
 

（３）補助対象期間・経費の執行管理 
 

補助対象経費は、支払いの対象となる行為が、交付決定日（「交付の内定」がされた場
合は、交付内定通知書が示す日）以降に発生し、かつ当該交付決定のなされた国の会計年
度中に終了するものに限られます。したがって、これらの日より前に発生した経費及び次
会計年度以降に発生する経費は、補助対象とはなりません。 

 
（４）支出簿等の作成・保存 

 
① 補助事業者は、補助対象経費に係る支出の内容を記載した支出簿（別添２参照）を

作成し、保存してください。 
支出簿は、本補助金とそれ以外の経費の支出を明確に区分し、混合記入とならない

よう留意してください。また、交付申請書に記載した区分（物品費、人件費・謝金、
旅費、その他）に従って行い、本補助金の使用に係る証拠書類に基づき記入してくだ
さい。 

 
② 補助事業者は、支出簿のほか、以下に掲げる書類等を整理し、適切に管理・保存し

てください。 
○ 審査の対象となった申請書等関連書類 
○ 交付申請書、交付請求書等関連書類 
○ 各種申請、届出、報告、通知等関連書類 
○ 実績報告書 
○ その他本補助事業に関連して文部科学省等とやり取りした書類 

 
③ 支出簿等の保存期間は、当該全補助事業が完了後５年間（各年度の補助事業終了後
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５年間ではありません。）ですので、注意してください。 
 
（５）証拠書類の作成・徴収・保存 

 
① 補助事業者は、補助対象経費を適正に使用したことを証する証拠書類（見積書、契

約書、請書、納品書、検査調書、請求書、領収書、旅行依頼書、旅行報告書、航空運
賃の見積書、出勤表、受領書、発注書、議事要旨、会議等における開催案内、出席者
の写し等）を徴収・整理・保存しなければなりません。なお、補助金が交付される以
前（「交付の内定」段階や、交付決定後実際に本補助金が振り込まれる前等）に支払
いをしたものについても、同様に取り扱ってください。 

 
② 証拠書類の保存期間についても、当該全補助事業が完了した年度の翌年度から５年

間（各年度の補助事業終了後５年間ではありません。）ですので、注意してくださ
い。 

 
 
６．補助事業の実施 
 

 
（１）複数大学事業の留意点 

 
複数大学事業においては、分担金の有無に関わらず、複数大学事業の内容、事業期間、

選定された大学等の役割分担、分担金の配分、大学等以外の機関との連携、経費の精算、
報告書等、その他当該複数大学事業の適正な実施に必要な事項について、選定された大学
等間で共同事業契約等を締結し、補助事業を行うようにしてください。 

なお、一般的な手続は以下のとおりです。 
 

 

  〔参考〕複数大学事業における一般的な手続きの流れ 

 

①共同事業契約等の協議 

      ②共同事業契約等の締結 

 

 

③振込依頼 

 

 

④分担金振込 

 

 

   ⑤事業変更に伴う共同事業契約の変更等 

 

⑥実績報告（精算） 

 

※③④⑥については、分担金がある場合 

 
 

（２）補助事業の変更 
 

① 補助事業は、審査の対象となった申請書等をもとに作成した交付申請書に記載した
とおり実施しなければなりません。やむを得ず補助事業の内容及び補助対象経費の額
を変更しようとするときは、あらかじめ、交付要綱に基づき、「事業内容等変更承認

主たる一つの 
大学等 

主たる一つの 
大学等以外の

大学等 
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申請書」を文部科学大臣に提出し、その承認を得なければなりません。 
 
② ただし、次に掲げる軽微な変更を行う場合については、承認手続の必要はありませ

ん。 
 （ⅰ）補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく、補助事業の

目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合 
 （ⅱ）補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の各費目の額を、そ

の総額の５０％以内で増減する場合 
 

③ 補助事業を適切に実施するために不可欠であり、かつ、明らかに効率的に補助事業
の実施方法を変更する等の場合、上記②（ｉ）の軽微な変更として取り扱うことがで
きます。 

  ただし、このような変更であっても、補助事業の目的の達成をより効率的にするか
否かの判断が不明瞭である場合や、審査・評価の判断に影響を及ぼすと考えられるよ
うな変更の場合には、「事業内容等変更承認申請書」を文部科学大臣に提出し、その
承認を得てください。 

 
④ 複数大学事業において、大学等間の役割分担又は分担金の配分について変更を行う

場合（上記図表中の「⑤事業変更に伴う共同事業契約の変更等」）は、「事業内容等
変更承認申請書」を文部科学大臣に提出し、その承認を得なければなりません。ただ
し、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、分担金の額を、その５０％以内で
増減する場合は、承認手続の必要はありません。 

 
（３）代表者等の交替について 
 

「交付の内定」又は交付決定後、補助事業者の代表者、事業推進代表者及び事業推進責
任者の交替があった場合で、かつ、その交替により当該補助事業の目的達成や計画の遂行
に支障を来さないと判断される場合は、別添３「代表者等交替届」を文部科学省に提出し
てください。 

 
（４）補助事業の中止又は廃止 
 

① 補助事業を一定期間中止しなければならない必要性が生じ、かつ、当該年度内に再
開し、再開後に具体的な措置を講じることで補助事業の計画の遂行に支障を来さない
ことが明確である場合は、あらかじめ、交付要綱に基づき、「中止（廃止）承認申請
書」を文部科学大臣に提出し、承認を得なければなりません。 

 
② 補助事業が遂行できなくなると判断される場合も、あらかじめ「中止（廃止）承認

申請書」を文部科学大臣に提出し、承認を得なければなりません。 
 
③ なお、補助事業が廃止された場合には、廃止時までの実績報告書を文部科学大臣に

提出しなければなりません。 
  この場合において、既に当該廃止等に係る部分に対する補助金が交付されていると

きは、交付した補助金を返還してください。また、廃止の理由等によっては、既に使
用した経費についても、補助金の交付の決定や条件に適合すると認められない場合に
は、補助金の返還を命ずることがあります。 

 
④ また、本取組の実施状況がプログラム申請時の実施計画と比較して著しく縮小して

いる場合や当該大学等において補助事業の継続が困難であると認められる場合など、
本補助事業を継続実施することが適当でないと判断される場合には、補助金の交付を
しない場合があります。 

 
（５）状況報告等 
 

文部科学省より、補助事業の年度途中における進捗状況、補助金の使用状況等について
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報告を求め、又はその状況を調査することがありますので、その旨の連絡があった場合は
適切に対応してください。 

 
（６）補助事業の遅延 
 

補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂
行が困難となった場合においては、速やかに、交付要綱に基づき、「事業遅延届」を文部
科学省に提出し、その指示を受けるようにしてください。 

 
（７）交付決定の取消等 
 

補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び以下に該当する場合には、交付決定の
全部若しくは一部を取り消したり変更する場合がありますので注意してください。 

○ 補助事業者が、法令、交付要綱、交付決定内容、法令又は交付要綱に基づく文部科 
学大臣の処分や指示に違反した場合 

○ 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 
○ 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場 

合 
○ 補助事業者が、補助事業にかかる教育研究を行う者として不適当と認められる場合 
○ 補助金の交付決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 
なお、交付決定の取消しが行われた場合には、交付した補助金の全部又は一部を返還

しなければなりません。 
 

（８）不正行為への対応について 

 
本事業に係る者に不正行為に関する告発等があった場合は、文部科学省にその旨報告す

るとともに、文部科学省の指示を受けつつ調査を行ってください。調査の過程で不正行為

が明らかになった場合、時期に応じて交付決定の保留、交付停止、大学に対する執行停止

を行います。調査後、大学から不正等を認定した最終報告書が提出された場合、内容を確

認した上、事案に応じて交付決定の取消し等を行い、補助金の一部又は全額の返還を命ず

ることとなります。 

※ 参照：「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援に関する補助金における不正等

への対応方針」（平成 26 年４月１日高等教育局長決定） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/gp/1348643.htm 
 

 
 
７．補助事業終了後の手続等 
 

 
（１）実績報告書 
 

毎年度の補助事業完了時には、その日から３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日
のいずれか早い日までに、交付要綱に基づき、「実績報告書」を作成し、文部科学省に提
出してください。 

また、補助事業の実施期間内において、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了
した時には、大臣が別に定める日までに前述「実績報告書」に準じた実績報告書を文部科
学省に提出してください。 

なお、「実績報告書」を提出する場合は、別添４「処分制限財産整理簿」を添付して提
出してください。 

 
（２）額の確定 
 

実績報告書に基づく書面調査や現地調査等により、補助事業の実施結果が補助金の交付



13 

の決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助
事業者に通知します。なお、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補
助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることとなりますの
で、別紙２「額の確定について」を参照してください。 

また、補助対象外及び期間外の経費など不適正な支出が認められる場合、証拠書類の不
備等があった場合についても、当該経費の返還を命ずることとなります。 

 
（３）会計検査院の実地検査 

 
補助事業者は、補助金の使途等について会計検査院の実地検査を受ける場合がありま

す。 
実地検査は、補助事業の進捗状況、成果、補助金の使途等についてなされます。経理関

係証拠書類等、補助事業に関する諸書類が必要となってきますので留意してください。 
 

 
８．消費税等仕入控除税額の報告等 
 

 
（１）消費税等仕入控除税額の報告書 
 

本補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消 
費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、交付要綱に基づき、「消費税等仕入控除税
額確定報告書」を速やかに大臣に提出しなければなりません。その場合、当該消費税及び
地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることとなります。 

 
【参照】国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税《 国税庁ホームページ》 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.htm 
 
（２）知的財産権の報告等 

 
本補助事業で得られた成果に係る特許権等の知的財産権を得た場合には、補助事業者は

速やかに交付要綱に基づき、「知的財産権報告書」を文部科学省に提出しなければなりま
せん。 

これらの知的財産権の帰属等は、補助事業者の規程等に基づき取り扱ってください。 
 
（３）収益状況報告書 

 
補助事業者が、本補助事業で得られた成果により利益を得た場合、取得財産等を処分す

ることにより、収入があり、又は収入があると見込まれる場合には（知的財産権に係る収
入も含みます。）、速やかに別添５「収益状況報告書」を文部科学省に提出してくださ
い。なお、その収益の範囲内において補助金の返還を命ずることがあります。 

 
（４）取得財産の管理等 
 

①  取得財産の処分 
本補助事業により購入した設備備品等の資産については、補助事業者の規程等に基づ

き適切に管理してください。ただし、本補助事業で取得した資産のうち、「取得価格又
は効用の増加価格が１個又は１組５０万円以上の機械及び重要な器具」を文部科学大臣
が別に定める期間中に処分しようとするときは、「文部科学省所管一般会計補助金等に
係る財産処分承認基準」に基づき、あらかじめ交付要綱に基づき、「財産処分承認申請
書」若しくは「財産処分報告書」を文部科学省に提出し、文部科学大臣の承認を受けて
ください。 

 
② 取得財産等の管理 

 本補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の期間内の
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みならず、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金
交付の目的に従って、その効率的運用を図るようにしてください。 

 
 
 
 

 
９．問い合わせ・書類提出先（文部科学省） 
        代表 ０３－５２５３－４１１１ 
 

 

プログラム名 担当 内線 

未来を先導する世界トップレベル大学院教育
拠点創出事業 

高等教育局大学振興課 
大学院係 

3357 

人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築
事業 

高等教育局大学振興課 
大学院係 

3357 

半導体人材育成拠点形成事業 高等教育局専門教育課 
科学・技術教育係 

2485 

次世代のがんプロフェッショナル養成プラン 高等教育局医学教育課 
医学教育係 

3306 

高度医療人材養成拠点形成事業 高等教育局医学教育課 
医学教育係 

3306 

                                                                             
                                                                              



別紙１ 

交付内定額について 

 

１．補助事業上限額と補助金基準額について 

① 補助事業上限額と補助金基準額は、各事業のプログラム毎に設定します。 

② 各事業のプログラムに選定された取組の申請額を、補助対象経費の総額として経費

調書を作成してください。 

 

２．交付内定額について 

交付内定額は、事前に提出される経費調書をもとに、次のとおり算出します。 

① 経費調書の補助対象経費及び補助対象経費の総額が、選定された取組及び本補助金

の経費設定と適合しているか確認します。 

② 補助対象経費の総額が補助金基準額を超える場合は、原則として、補助金基準額と

同額の補助金を交付内定額とするとともに、補助対象経費の総額と交付内定額との差

額は、補助事業者の自己収入等で負担することとなります。 

（補助対象経費の総額＝補助金額＋自己負担額） 

なお、交付する補助金額は、補助金基準額に予算の範囲内で調整を加えた額となる場

合があります。 

③ 補助対象経費の総額が補助金基準額以下の場合は、補助対象経費の総額と同額の補

助金を交付内定額とします。なお、選定された取組の申請経費が本補助金の経費設定

と適合しない場合など、選定された取組の申請額が補助対象経費の総額とならないこ

とがあります。 

（補助対象経費の総額＝補助金額） 

 

３．調整について 

補助対象経費の総額が補助金基準額を超える場合の交付内定額の調整は、次のとおりで

す。 

① 自己負担額の３０％を限度として、予算の範囲内で調整率を設定します。 

② 調整率は、各事業のプログラム毎に設定します。 

③ 調整額は自己負担額に調整率を乗じた額とし、補助金基準額に調整額を加えた額を

交付内定額とします。 

 

              ）                                 ↓補助事業上限額  

      選  補補   

自己負担額の３０％

を限度として予算の

範囲内で調整増 

   

      定＝助助 

       取 事対 

       組 業象 

                               

                               

                 ↓補助金基準額 

          経   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          費 

          の 

          総 

          額 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

              （  

○調整の例 

・補助事業上限額２００、補助金基準額１５０で公募し、選定取組２００である場合 

・経費調書は、補助対象経費の総額２００、補助金額１５０、自己負担額５０で提出します。 

・調整率２０％と設定されたとき、調整額は１０（５０×０.２）となります。 

・よって、交付内定額１６０（１５０＋１０）を通知します。 

・そして、補助金１６０（補助対象経費の総額２００、自己負担額４０）として交付決定します。 



別紙２ 

額の確定について 

 

 

１．額の確定方法について 

  次の①の額又は②の額のいずれか少ない額を交付すべき補助金の額として確定します。 

 ① 補助事業に要した               交付決定に係る 

   補助金対象の総額 × 補助金の交付決定額 ÷ 補助対象経費の総額 

 ② 補助金の交付決定額 

 

２．補助金の返還について 

補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定の額を超える補助

金が交付されているときは、その超える部分の補助金は国に返還することとなります。 

 

 ○額の確定の例 

  ・補助金の交付決定１６０（補助対象経費の総額２００、自己負担額４０）として、 

   （下記の①及び②は、上記「１．額の確定方法について」の①及び②と同じとする。） 

  －補助事業に要した補助対象経費の総額２１０の場合－ 

    ①２１０×１６０÷２００＝１６８ 

    ②１６０ 

    ①＞②であることから、補助金の額の確定１６０、国庫への返還額０となる。 

  －補助事業に要した補助対象経費の総額２００の場合－ 

    ①２００×１６０÷２００＝１６０ 

    ②１６０ 

    ①＝②であることから、補助金の額の確定１６０、国庫への返還額０となる。 

  －補助事業に要した補助対象経費の総額１９０の場合－ 

    ①１９０×１６０÷２００＝１５２ 

    ②１６０ 

    ①＜②であることから、補助金の額の確定１５２、国庫への返還額８となる。 

 



〔別添１〕 
 
                                                   令和   年  月  日 
 
 
 文部科学大臣 殿 
 
 
                          大学等名          
                          大学等の設置者名 
                                                      職名・氏名 
 

令和  年度研究拠点形成費等補助金（●●事業）交付申請取下届 
 
 
 令和  年度研究拠点形成費等補助金（●●事業）の交付決定を受けた下記事業について申請

を取り下げます。 
 

記 
 
 １．プログラム名称 
 
 ２．選定年度 
 
 ３．事業名称 
 
 ４．交付決定額 
 
 ５．交付申請取下げ理由 
 
 ６．その他 
 
 
※上記のほか、補助事業者において本件担当その他必要な事項を記載することができる。 
本要領に定める他の様式においても同じ。 

 
＜本件担当＞ 
所属部署： 
担当者： 
電話番号： 
E-mail： 



 

 

〔別添２〕 
 
                                           令和  年  月  日 
 
  文部科学省高等教育局長 殿 
 
                           大学等名 
                           大学等の設置者名 
                            職名・氏名 
 

研究拠点形成費等補助金（●●事業）に係る代表者等交替届 
 
 令和  年度研究拠点形成費等補助金（●●事業）について、補助事業者等を下記のとおり交
替したいので、よろしくお取り計らい願います。 
 

記 
 
 １．プログラム名称 
 
 ２．選定年度 
 
 ３．事業名称 
 
 ４．届出の区分 
        □ 代表者の交替       □ 事業推進代表者の交替 
        □ 事業推進責任者の交替 
 
  ５．変更前 
 
  ふりがな〈ローマ字〉 

氏   名 所属部局・職名 
（代表者） 
 
（事業推進代表者） 
 
 (事業推進責任者） 

 

 
 ６．変更後 
 
  ふりがな〈ローマ字〉 

氏   名 所属部局・職名 
（代表者） 
 
（事業推進代表者） 
 
 (事業推進責任者） 

 

 
  ７．交替等の理由 
 
  ８．交替等の影響 
 
（作成上の注意） 
 1.「届出の区分」には、該当する区分全てにチェックを入れてください。 
 2.「変更前」、「変更後」には、変更前及び変更後の氏名等について記入してください。また、変更箇所には下線を

引いてください。 
 3.「交替等の理由」には、交替等の発生年月日及びその理由について具体的に、わかりやすく記入してください。 
 4.「交替等の影響」には、本年度、交付決定した補助事業の範囲に変更がないかなど、交替等が事業の実施に与える

影響について具体的に、わかりやすく記入してください。 
 

＜本件担当＞ 
所属部署： 
担当者： 
電話番号： 
E-mail： 



〔別添３〕

　（選定年度）

円
円

単価（円）
数量・回数・時

間数等
人数等

合　計

　大学等の設置者

　　大学等の設置者

支 出 簿
　　代表者氏名

　プログラム名称

令和　　年度 研究拠点形成費等補助金
　事業名称

　事業の期間

備考

　事務担当者の所属部局・職名

　事務担当者の氏名

　補助対象経費

　　 うち国庫補助金

立替日No 支払日 検収日 契約日 伝票番号 項目 内訳 支出額（円）

単価・数量等記載

支払先



入力チェック

① 学外経費
使用理由書

② キャンセル
料一覧

③ 補助対象
経費調書

④ 会議費一
覧

⑤ 設備備品
調書

⑥ 処分制限
財産整理簿

金額計算 金額の整合性 日付入力 支払日と検収日の関係
単価・数量・人数等

チェック

日付チェック関連書類 計算チェック



〔別添4〕

処分制限財産整理簿
令和　　年度 研究拠点形成費等補助金

　事業名称

合　　計

財産の名称 仕　　様 数　　量
取得時の
価格（円）

合　　計（円）

　大学等名

  E-mail

取得年月日
文部科学省が定める
財産処分制限期間

　事業の期間
　担当者氏名等
  電話番号

　プログラム名称
　（選定年度）



                                    〔別添５〕 
 
                                           令和  年  月  日 
 
  文部科学省高等教育局長  殿 
 
 
                           大学等名 
                           大学等の設置者名 
                            職名・氏名 
 
 

研究拠点形成費等補助金（●●事業）に係る収益状況報告書 
 
 
 研究拠点形成費等補助金（●●事業）による事業で得られた取得財産等を処分すること等によ

り収入があり、又はあると見込まれるため、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 １．プログラム名称 
 
 ２．選定年度 
 
 ３．事業名称 
 
 ４．収入に係る取得財産等の処分等の状況・収益 
 
 ５．当該収入の使途 
 
 
（作成上の注意） 
  1.本事業で得られた知的財産権に係る収入についても、本報告の対象となります。 
  2.「処分等の状況・収益」には、処分等の具体的な状況及びそれに伴う収益金額（見込）を記入してください。 
  3.「当該収入の使途」には、当該収入をどのような目的・使途で使用しているか（使用する予定であるか）につい

て具体的に記入してください。 
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